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○鳴門市工場立地法地域準則条例施行規則 

平成２５年３月２７日 

規則第４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鳴門市工場立地法地域準則条例（平成２５年鳴門市条例第２８号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（工業・工専地域等） 

第２条 条例第３条の表中市長が規則で定める地域は、別表のとおりとする。 

（委任） 

第３条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

撫養町木津字川瀬１３５６番地５から２０まで、１３６０番地３から７まで、１４２３番

地１６、１４２３番地１７、１４２３番地２６、瀬戸町明神字板屋島６０番地１から７ま

で、６０番地１０、６０番地１１、７２番地１１、１１２番地１、１１２番地２、１１３

番地１、１１３番地２、１１４番地１、１１４番地２、１１５番地１から３まで、１１５

番地７、１１５番地８、１１６番地１から３まで、１１７番地、１１８番地１、１２０番

地１から３まで、１２１番地１、１２１番地２、１２１番地４から１０まで、１２２番地

１、１２２番地２、１２３番地１から８まで、１２４番地１、１２４番地２、１２４番地

４、１２４番地５ 

 


